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・70歳以上で標準報酬月額26万円以下の方と83万円以上の方は高齢受給者証を提示する
　ことにより、医療機関の窓口での負担が自己負担限度額までとなります。

オンライン資格確認を導入している医療機関では限度額適用認定証が不要です。

マイナンバーカードまたは健康保険証で受診をする際に情報閲覧の同意を

することで、医療機関は限度額情報を確認することができます。

※オンライン資格確認の導入は令和5年4月から義務化されています。
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・不要になったときや期限が切れたときは必ずこの証を返却してください。

健保使用欄

70歳未満  ア ･ イ ･ ウ ･ エ ･ オ ･ 非　
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Ⅰ　　Ⅱ

・この申請書は事業所へ提出をしてください。発行した証は事業所へ送付いたします。
・申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付は出来ません。
・有効期限は原則8月31日までとなります。
・有効期限以降に引き続き認定証が必要な時は再度申請をしてください。
・非課税所得者は非課税証明書を添付してください。
・窓口にて交付の場合は受取者の身分証明書（免許証等）を確認させていただきます。

適 用 認 定 年 月 日 証 有 効 年 月 日

【限度額適用認定申請書の提出が不要な方】
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